
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

お問い合わせ：藤岡市役所 経済部 農政課 

〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須 327 

TEL：0274-40-2304  FAX：0274-24-3252 

E-mail：norin@city.fujioka.gunma.jp 

 

藤岡インターチェンジ周辺農園団地 

経営者募集 

「藤岡インターチェンジ周辺農園団地」で 

いちごを栽培してくれる農家さんを募集します 



 

 

 

  いちご農園団地の予定地は、区画整理後で形状が良く、周囲に日光を遮るも

のがないため、十分な日照量が期待できます。 

  団地近くに、人気の農産物直売所があります。 

 

 

                               

藤岡市中栗須地内「いちご農園団地」用農地 

 ・標準区画  １区画約３０ａ 

  ※ 貸借面積の要望に応じて調整は可能です。 

 ・募集面積  １．１ｈａ 

 ・賃貸借料  年間４０，０００円／１０ａ（目安）             

※ 農地の賃貸借には、農地中間管理機構を利用していた

だきます。 

 ・賃貸借期間 経営開始年から１０年間 

        期間満了時更新 

 ・賃貸借開始 令和６年１０月～（予定） 

 

 

 

 

 

① 直近３年以内にいちごの生産および出荷実績があること、又は、いちご生

産の実践研修を１年以上受講又は修了していること。 

② 市の認定農業者または認定新規就農者であること。（認定予定の者を含む） 

③ 藤岡市内で販売出荷できること。 

④ 税を滞納していないこと。 

⑤ 高設栽培システムを導入したビニールハウスを使用すること。 

⑥ 県育成品種「やよいひめ」の生産に協力できること。 

⑦ 暴力団員等でないこと。 

※ ⑦については、採用決定後に証明書等を提出していただきます。 

※ 今後、市の農園団地構想の中で計画している付帯施設（駐車場等）を整備し

た場合、その維持管理経費にあてるための費用（年間１０万円程度）につい

てご負担をお願いする場合があります。 

 

いちご農園団地の優位性 

農地の概要 

応 募 要 件 



※ ビニールハウスの設置には、補助金制度があります。 

【補助金制度の概要】 

市の補助金については、施設整備や機械導入に係る費用の 10分の 3以内を補助額とし

最大 1,000万円を補助します。  

群馬県にも補助金制度はありますが、現時点では未確定であり、補助要件に合致しない

時は、採択されない場合があります。 

 

 

 

第 1回目 令和６年 月  日（ ） ～ 令和６年５月１５日（水） 

                          事業者決定６月中旬 

第２回目 令和６年５月１６日（木） ～ 令和６年９月３０日（月） 

                          事業者決定１０月末 

第３回目 令和６年１０月１日（火） ～ 令和７年２月２８日（金） 

                       事業者決定令和７年３月末 

※ 募集区分が埋まった場合は、２、３回目の募集はありません。 

 

 

 

「藤岡インターチェンジ周辺農園団地」応募申請書に必要事項を記入し、添付

書類を添えて、以下の提出先まで持参してください。 

添付書類：施設整備工事の見積書、仕様書、内訳書、図面 

※ 提出前に必ず事前相談を行います。 

 

【提出先】 

〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須 327 

       藤岡市役所 経済部 農政課 農業振興係 

※ 提出された応募書類は、本事業以外の目的で利用することはありません。 

※ 応募書類は返却しません。 

 

 

 

 

申請書等の応募書類の内容に基づき、採用審査を実施します。 

審査の結果、採用者がいない場合があります。 

審査終了後に全ての応募者に通知します。  

募 集 期 間 

応 募 方 法 

採 用 決 定 



「藤岡インターチェンジ周辺農園団地」応募申請書 

 

令和   年   月   日 

 

（宛先）藤岡市長 

 

                  申請者                 

 

 

「藤岡インターチェンジ周辺農園団地」経営者に申し込みをしたいので、以下の

とおり提出します。 

 

 

住所 
〒 

 

電話番号  

メールアドレス  

生年月日       年    月    日 （   歳） 

税等の滞納 □  なし  （団体にあっては構成員全員について確認） 

暴力団排除 
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力

団員ではないことの確認 □ 

 

就農（経営）計画 

経営開始 

予定時期 

 令和   年   月    就農（    年目） 

              （すでに開始している場合は就農年） 

形態 

※いずれかに☑ 

□新たにいちご経営を開始 

□親(三親等以内の親族を含む)の農業経営とは別に新たな部門を開始

□既存のいちご経営の規模拡大 

□藤岡市へいちごハウスを移転 

 

直近の経営状況 

（令和  年） 

作付面積（ａ） 年間生産量（㎏） 収入（万円） 所得（万円） 

 

 

   

 

経営開始 5年後 

の目標 

作付面積（ａ） 年間生産量（㎏） 収入（万円） 所得（万円） 

    



農業経営の 

構成員 

氏名 年齢 代表者との続柄 年間従事日数 

  本人  

    

    

    

資金借入予定 □ 無（自己資金）    □ 有（予定額       円） 

農業実践研修先 

※いずれかに☑ 

 □研修済み（研修先名：                  ） 

 □研修中 （研修先名：                  ） 

 □予定  （研修先名：                  ） 

 □未定 

 

経営への意欲 

 

 

※ 施設整備工事の見積書、仕様書、内訳書、図面等を添付すること 


